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論
　
説

	

号	

通
頁

佐
伯
復
堂
に
つ
い
て	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

西　
　

英
昭	

一	

二
七
〇

イ
ギ
リ
ス
労
働
法
に
お
け
る
強
行
法
規
性
と
強
行
法
規
に
反
す
る
合
意
の
意
義
（
１
）	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授	

新
屋
敷
恵
美
子	

一	

二
三
二

　
　
―
―
制
定
法
上
の
規
定
の
強
行
性
の
保
障
と
契
約
自
由
の
否
定
の
具
体
像

民
法
８
９
９
条
の
２
を
め
ぐ
っ
て
（
１
）	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

七
戸　

克
彦	

一	

一
九
〇

固
定
主
義
の
歴
史
的
意
義	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授	

浅
野　

雄
太	

二	

二
七
一

イ
ギ
リ
ス
労
働
法
に
お
け
る
強
行
法
規
性
と
強
行
法
規
に
反
す
る
合
意
の
意
義
（
２
・
完
）	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授	

新
屋
敷
恵
美
子	

二	

五
三
八

　
　

―
―
制
定
法
上
の
規
定
の
強
行
性
の
保
障
と
契
約
自
由
の
否
定
の
具
体
像

民
法
８
９
９
条
の
２
を
め
ぐ
っ
て
（
２
）	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

七
戸　

克
彦	

二	

四
九
六

同
時
審
判
申
出
共
同
訴
訟
に
お
け
る
「
法
律
上
併
存
し
得
な
い
関
係
」
の
意
義	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授	

浅
野　

雄
太	

三	

五
三
九

古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
扶
養
に
関
す
る
和
解
を
め
ぐ
る
手
続
に
つ
い
て	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

五
十
君
麻
里
子	

三	

五
七
一

　
　

―
―
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
演
説
に
基
づ
く
公
的
介
入
―
―

フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
お
け
る
新
た
な
正
当
化
事
由	
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

井
上　

宜
裕	

三	

六
〇
一

　
　

―
―
内
部
通
報
者
の
保
護
―
―

非
常
時
に
お
け
る
国
の
金
銭
給
付
に
関
す
る
一
考
察	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

大
脇　

成
昭	

三	

六
二
九

　
　

―
―
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
の
使
途
を
め
ぐ
る
議
論
を
中
心
と
し
て

　
　
　
　
法
政
研
究
　
第
八
七
巻
（
一
号
・
二
号
・
三
号
・
四
号
）
総
目
次



近
代
日
本
の
阿
片
政
策
と
「
植
民
地
朝
鮮
」	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

熊
野　

直
樹	

三	

六
四
九

２
０
１
６
年
フ
ラ
ン
ス
民
法
改
正
と
物
権
変
動
論	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

七
戸　

克
彦	

三	

一
〇
六
〇

「
民
主
主
義
の
ル
ー
プ
モ
デ
ル
」
の
機
能
不
全
に
ど
う
向
き
合
う
べ
き
か
？	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

嶋
田　

暁
文	

三	

六
七
五

　
　

―
―
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
行
政
学
」
の
問
題
提
起
―
―

政
治
と
専
門
家
の
憲
法
問
題	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授	

高
橋　

雅
人	

三	

七
〇
一

　
　

―
―
「
政
治
に
よ
る
道
具
化
」
と
「
専
門
家
の
政
治
化
」

委
任
命
令
の
裁
量
統
制	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

田
中　

孝
男	

三	

七
二
三

純
粋
な
任
意
調
査
の
現
状
と
課
題	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授	

田
中　

晶
国	

三	

七
五
一

個
人
情
報
保
護
法
制
の
官
民
一
元
化
に
向
け
た
検
討
状
況
と
課
題	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授	

成
原　
　

慧	

三	

七
七
九

佐
伯
復
堂
に
つ
い
て
・
再
論	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

西　
　

英
昭	

三	

一
〇
三
二

犯
罪
の
脅
迫
に
よ
る
公
共
の
平
穏
の
妨
害
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
一
二
六
条
）
に
関
す
る
覚
書	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

野
澤　
　

充	

三	

一
〇
一
二

行
政
法
学
か
ら
見
た
ス
ポ
ー
ツ
団
体
の
規
律
の
あ
り
方	

岡
山
大
学
社
会
文
化
科
学
研
究
科
講
師	

田
代　

滉
貴	

三	

八
一
五

　
　

―
―
中
央
競
技
団
体
を
例
と
し
て

中
国
に
お
け
る
行
政
的
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
制
度	

中
京
大
学
法
学
部
准
教
授	

張　
　

栄
紅	

三	

八
四
七

地
方
自
治
制
度
の
持
続
可
能
性	
京
都
大
学
法
学
系
（
大
学
院
法
学
研
究
科
）
教
授	

原
田　

大
樹	

三	

八
八
三

　
　

―
―
広
域
連
携
の
観
点
か
ら

連
合
王
国
の
公
益
訴
訟
に
関
す
る
一
考
察	

名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授	

深
澤
龍
一
郎	

三	

九
一
五

　
　

―
―Gordon	A

nthony

教
授
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
依
拠
し
て

民
衆
訴
訟
と
し
て
の
憲
法
異
議
に
つ
い
て	

大
阪
大
学
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
准
教
授	

村
西　

良
太	

三	

九
四
三



新
し
い
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
と
命
令
へ
の
委
任	

早
稲
田
大
学
法
学
学
術
院
教
授	

渡
辺　

徹
也	

三	

九
六
九

　
　

―
―
泉
佐
野
市
ふ
る
さ
と
納
税
事
件
最
高
裁
判
決
を
中
心
に
―
―

南
北
朝
正
閏
論
争
と
官
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
文
化
史
的
展
開
（
１
）	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授	

山
口　

道
弘	

四	

一
五
六
二

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
代
位
責
任
（vicarious	liability

）
法
理
の
近
時
の
展
開
（
１
）	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授	

新
屋
敷
恵
美
子	

四	

一
五
〇
〇

　
　

―
―
就
業
関
係
を
め
ぐ
る
リ
ス
ク
の
多
様
化
と
管
理
監
督
機
能
の
曖
昧
化
の
観
点
か
ら	

利
益
強
盗
罪
（
利
得
強
盗
罪
）
に
関
す
る
序
論
的
考
察	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

野
澤　
　

充	

四	

一
四
五
〇

　
　

―
―
法
制
史
的
観
点
お
よ
び
裁
判
例
検
討
の
観
点
か
ら	

民
法
８
９
９
条
の
２
を
め
ぐ
っ
て
（
３
・
完
）	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

七
戸　

克
彦	

四	

一
四
一
〇

研
究
ノ
ー
ト

Effective	Crim
inal	D

efence	in	Japan

（
１
）	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

田
淵　

浩
二	

一	

一
二
六

伊
方
原
発
再
稼
働
へ
の
同
意
を
め
ぐ
る
自
治
体
政
治
過
程
の
事
例
分
析	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

出
水　
　

薫	

一	

一

Effective	Crim
inal	D

efence	in	Japan

（
２
）	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

田
淵　

浩
二	

二	

四
二
六

資
　
料

フ
ラ
ン
ス
少
年
刑
事
司
法
法
典	

　
　
　
　

フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会　

訳	

一	

三
七

　
　

―
―
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―
九
五
〇
号
―
―
（
二
）

ベ
ル
ギ
ー
刑
法
典
第
１
編
（
一
）	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

井
上　

宜
裕　

訳	

二	

三
一
三



ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
イ
ェ
ー
ガ
ー
「
偽
装
さ
れ
た
返
還
準
備
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
窃
盗
と
詐
欺
の
区
別

　
　

─
─
な
ら
び
に
条
件
つ
き
合
意
の
理
論
、
お
よ
び
二
者
関
係
に
お
け
る
間
接
正
犯
で
の
窃
盗
に
つ
い
て
の
論
考
」

	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

野
澤　
　

充　

訳	

二	

三
七
六

　
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
モ
リ
ニ
エ
著
『
処
罰
権
と
死
刑
に
つ
い
て
』	

　
　
　
　

フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会　

訳	

二	

三
二
九

ベ
ル
ギ
ー
刑
法
典
第
１
編
（
二
）	

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授	

井
上　

宜
裕　

訳	

四	

一
〇
六
一

電
子
監
視
に
関
す
る
欧
州
評
議
会
閣
僚
委
員
会
の
勧
告
と
説
明
的
覚
書	

　
　
　
　
　
　

九
州
刑
事
政
策
研
究
会　

訳	

四	

一
三
四
四

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
と
刑
務
所
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
関
す
る
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
１
）　　
　
　
　

九
州
刑
事
政
策
研
究
会　

訳	

四	

一
二
八
六

ド
イ
ツ
刑
法
判
例
研
究
：
ド
イ
ツ
刑
法
典
第
２
１
７
条
の
合
憲
性
に
つ
い
て	

　

九
州
大
学
ド
イ
ツ
刑
法
判
例
研
究
会　

訳	

四	

一
二
三
〇

　

─
─
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
２
０
２
０
年
２
月
26
日
判
決
の
翻
訳
─
─	

夫
婦
間
暴
力
を
め
ぐ
る
正
当
防
衛
規
定
改
正
法
案	

　
　
　
　

フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会　

訳	

四	

一
〇
七
三

フ
ラ
ン
ス
少
年
刑
事
司
法
法
典	

　
　
　
　

フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会　

訳	

四	

一
〇
八
五

　
　

―
―
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―
九
五
〇
号
―
―
（
三
）	

ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン
・
シ
ル
ク
ス
「
法
制
史
学
方
法
論
の
百
年
―
―
歴
史
法
学
の
過
去
・
現
在
」

　
　

―
―
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
法
制
史
講
座
百
年
記
念
講
演
―
―	
九
州
大
学
名
誉
教
授　
　

西
村　

重
雄　

訳	

四	

一
一
〇
五

　
　

	

	
	

	
	



判
例
研
究

社
会
法
判
例
研
究	

　
　
　
　
　
　
　
　
　

社
会
法
判
例
研
究
会	

一	

五
七

民
事
手
続
判
例
研
究	

　
　
　
　
　
　

福
岡
民
事
訴
訟
判
例
研
究
会	

四	

一
一
四
五

著
作
目
録

村
上
裕
章
教
授　

著
作
目
録	

	
	

三




